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Ⅰ 策定の趣旨           

宮城県道路公社は、宮城県の区域及びその周辺の地域において、その通行または利用について

料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に

行うこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉

の増進と産業経済の発展に寄与することを目的として、昭和４７年４月に設立されました。 

設立から今日まで、牧山有料道路(牧山トンネル：平成１２年に無料開放)、石巻河口橋(日和

大橋有料道路：平成１２年に無料開放)、東北縦貫自動車道と仙台東部道路を結ぶ地域高規格道

路である仙台南部道路(平成２５年に東日本高速道路株式会社へ移管)、三陸自動車道の一部を

構成する仙台松島道路の計４路線を建設したほか、塩竈市と利府町を結ぶ「しおりふれあいトン

ネル」の建設を立替施工で行いました。また、仙台松島道路は、復興道路としていち早く、平成

２７年３月に全線４車線化工事を完了させたほか、同年６月には宮城県から復興支援道路であ

る「みやぎ県北高速幹線道路事業」を受託、令和３年１２月に無事供用を開始しました。さらに、

令和７年１月からは、仙台松島道路Ⅷ期事業がスタートしています。 

この「第３期中期経営計画(令和８年度～令和１２年度)」は、平成２８年５月に策定した「経

営ビジョン・中期経営計画(平成２８年度～令和２年度)」と、「経営ビジョン・中期経営計画(令

和３年度～令和７年度)」に続く計画として、前計画の達成状況及び評価を踏まえた見直しを行

い、令和８年度から５年間の事業方針を定めるもので、今後は、本計画に基づき、公社の各種事

業を実施して参ります。 

令和８年４月 

宮城県道路公社 

  

経営ビジョン・中期経営計画のイメージ 
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 行動計画 
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行動計画 
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行動計画 
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中期経営計画 

経営ビジョン 



2

Ⅱ 経営ビジョン(平成２８年５月２８日策定)

１ 経営理念

仙台松島道路をいつでも「安全・安心」、「快適」、「便利」に利用できるような

サービスを、持続的かつ効率的に提供することで、住民の福祉の増進と産業経

済の発展に貢献します。

宮城県道路公社(以下「公社」といいます。)が管理する仙台松島道路は、昭和５７年１０月の

松島大郷インターチェンジから松島北インターチェンジ間の開通以来、宮城県内の高速道路ネ

ットワークを担う路線として高速性や定時性に優れ、安全性、快適性、利便性を有する最重要イ

ンフラストラクチャーです。

この仙台松島道路は、仙台都市圏と観光地「松島」や沿岸部を結ぶことで、地域産業基盤の強

化、円滑な経済活動の確保、観光産業の推進の観点から広域的な経済活動を支えるだけでなく、

東日本大震災などの災害時における緊急輸送や救急搬送を提供する「命の道」として大きな役割

が期待されています。

このような期待に応えるため、道路の適切な維持管理を行うとともに、お客様が「安全・安心」、

「快適」、「便利」を実感されるような様々なサービスを持続的かつ効率的に提供することで、住

民の福祉の増進と産業経済の発展に貢献していきます。
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２ 経営目標

経営目標１ お客様に満足していただける道路サービスの提供

お客様に「安全・安心」に利用していただくことを最優先に、「快適」で「便利」な

サービスを提供します。

有料道路はお客様から料金をいただき、それを元に管理運営を行っていることから、お客さま

の満足度の向上を図るサービスを提供していく必要があります。

このため、お客様第一をモットーに、安全対策を更に推進するほか、交通情報などの提供や接

客マナーの向上、わかりやすく便利な料金割引の実施、そして、休憩施設であるパーキングエリ

アのさらなる充実を目指します。

経営目標２ 適切で計画的な維持管理

仙台松島道路を長期にわたって「安全・安心」、「快適」、「便利」にいつでも

ご利用ただけるよう適切な維持管理を行います。

仙台松島道路は県内の産業・経済そして生活にとって、必要不可欠なインフラストラクチャ

ーであり、お客様に対し、持続的・継続的にご利用いただける輸送環境を提供することが公社の

使命です。

このため、常に安全、安心にご利用いただくため適切な維持管理を行い、事故防止に努め、大

規模災害時などにおいても業務を継続し、仙台松島道路の機能が発揮できるように取り組みま

す。
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経営目標３ 健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

健全な事業経営を行い、社会から信頼される組織づくりと人材育成に努めます。

有料道路は借入金で建設していることから、その借入金を将来の宮城県民の負担にならない

よう確実に償還していかなければならないという大きな責任と使命があります。このため、健全

な事業経営を行うとともに、社会から信頼される組織づくりと人材育成に努めます。

また、この人材と長年培ってきた技術力を活かし、必要とされる道路整備を通じて、引き続き、

住民の福祉の増進と産業経済の発展に貢献していきます。

Ⅲ 計画の位置づけ ・対象期間

１ 計画の位置づけ

経営理念のもと、設定した経営目標の具体化に向けて、目指すべき中期的なビジョン・目標を

明らかにすることで、公社事業に取り組む際の行動指針となるものです。

２ 計画の期間

令和８年度から令和１２年度までの５か年とします。

３ 計画の評価

期間中、計画達成に向けＰＤＣＡサイクルを継続する取組を実施し、最終年度において、本計

画を総括します。

進捗確認

業績評価

•中期経営計画の
直し

•補正予算の作成

•計画に沿った経
営活動・事業の
実施

•中期経営計画の策
定

•計画に基づく事
計画・予算作成

Plan
(計画)

Do
(実行)

Check
(検証)

Act
(継続的
改善)

●ＰＤＣＡサイクルのイメージ
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Ⅳ 中期経営計画（令和３年度～令和７年度）の達成状況と評価

１ 中期経営計画（令和３年度～令和７年度）の評価総括

経営ビジョンで掲げる経営理念と３つの経営目標実現のため、前期中期経営計画においては、

１１の行動計画による基本的方向性の下、取り組むべき３９の目標達成に向け事業を推進しま

した。

各目標は概ね達成し、経営理念と経営目標に沿った経営が行われました。

２ 主な取組みの実施状況

前計画における各取組みについては、新型コロナウイルス感染症の影響で中止又は規模を

縮小して実施したものもありましたが、３９の取組み中、目標を「全て達成」が３４、「概ね

達成」は達成５、「未達成」は０であり、概ね計画どおりに推進できました。

ここでは、次期計画へつながる主な取組みを抽出して説明します。

経営目標

経営目標 行動計画 取組数

１ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路サービスの提供 8

２ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路情報サービスの提供 2

３ お客様満足度の向上 2

４ 春日パーキングエリア施設の充実 8

５ お客様が利用しやすい料金割引の実施 2

６ 各種点検及び「仙台松島道路維持管理計画」に基づく補修等の確実な実施 3

７ 事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく事業体制の強化 2

８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化 5

９ 社会から信頼される組織づくり 3

10 職員がやりがいを実感できる組織づくり、知識・技術の継承 2

11 道路整備を通じた住民の福祉の増進と産業経済の発展への貢献 2

仙台松島道路をいつでも「安心・安全」、「快適」、「便利」に利用できるようなサービ
スを、持続的かつ効率的に提供することで、住民の福祉の増進と産業経済の発展に貢献し
ます。

【２】
適切で計画的な

維持管理

【３】
健全な事業経営、

社会から信頼される
組織づくりと

人材育成

【１】
お客様に

満足していただける
道路サービスの提供
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経営目標 １ お客様に満足していただける道路サービスの提供

行動計画 １ お客様の安全性と利便性の向上及び地域活性化に寄与するための取組みを進

めます。

取組内容 お客様の安全性と利便性の向上及び地域活性化に寄与するための取組みを進めます。

具体的な取組み

松島海岸ＩＣにおける平面Ｙ型ＩＣの解消及び信号処理の解消

松島大郷ＩＣおけるハーフＩＣ２箇所の集約化

■三陸縦貫自動車道の４車線化・延伸等に伴い交通量が大幅に増加していることから、利用者

の安全性、利便性及び走行性の向上を図るため、現在、信号処理による平面Ｙ型ＩＣとなっ

ている松島海岸ＩＣの立体化と、３箇所の出入口があり誤進入が発生している松島大郷Ｉ

Ｃの集約化事業の検討を行った。

■各関係機関との協議を進め、令和７年１月７日に松島海岸ＩＣ及び松島大郷ＩＣの機能改

善に関する事業変更について、東北地方整備局長から許可された。事業費は１５０億円、事

業期間は令和７年１月から令和１５年３月までとなっており、令和７年度からは用地買収

に着手するなど順調に進捗している。

経営目標 １ お客様に満足していただける道路サービスの提供

行動計画 ２ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路情報サービスの提供

取組内容 お客様の走行に役立つ交通情報や気象に関する情報を提供します。

具体的な取組み

春日パーキングエリアでの交通情報・気象情報の提供

■春日パーキングエリアでは、これまでお客様向けの交通情報や気象情報の提供が行われて

いなかったことから、職員が簡単に情報を表示でき、かつ効果的にお客様へ情報提供できる

方法を検討した。

■検討の結果、上記のニーズを満たす設備として、デジタルサイネージ設備が適しているとの

判断に至り、令和４年度末に機器を設置し、令和５年度から運用を開始した。現在は、公社

区間の道路情報、県内の天気予報や夏期には熱中症警戒アラート情報を自動で表示するほ

か、工事通行止め情報や料金割引広報、春日パーキングエリアでのイベント広報等を表示す

るなど、お客様に有益な情報を迅速に提供している。
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経営目標 １ お客様に満足していただける道路サービスの提供

行動計画 ４ 春日パーキングエリアの充実

取組内容 お客様が快適に安心して利用できる休憩空間を提供します。

具体的な取組み

トイレの快適化（忘れ物防止・空室表示・感染症対策）、老朽化設備の改修（エアコン・自

動ドアの改修）、ゆずり合い駐車場の設置（身障者駐車場の改築）、密閉型喫煙所の設置（開放

型喫煙所の改築）、モニター更新（交通情報・気象情報）、デジタルサイネージの設置

■春日パーキングエリアは、平成２４年８月開業から１０年を経て電気設備等に不具合が生

じるようになってきた。加えて、平成３０年からは宮城県におけるゆずりあい駐車場制度の

開始や、改正健康増進法による受動喫煙防止のため密閉型喫煙室の設置義務化への対応が

必要となったことから、老朽化施設の更新、トイレ快適化の検討、障害者用駐車場の拡幅及

び密閉型喫煙室並びにモニター・デジタルサイネージの設置を実施した。

■令和３年度から令和４年度にかけて施設改修、ゆずりあい駐車場及び密閉型喫煙室設置工

事を全て完了したほか、新たに屋外モニターを設置するとともに、デジタルサイネージシス

テムを導入し、春日パーキングエリア全モニターをコントロールできるようにした。トイレ

快適化(忘れ物防止、空室表示)は、対応水準等について引き続き検討を進める。特に、忘れ

物防止対策については、注意喚起の忘れ物防止用サインを各個室に設置するなどの対策を

行ったが、現在も忘れ物が発生していることから、ＮＥＸＣＯ等の事例を参考に更なる検討

を行う。

経営目標 １ お客様に満足していただける道路サービスの提供

行動計画 ４ 春日パーキングエリアの充実

取組内容 電気自動車等の普及に伴い、施設の整備を進めます。

具体的な取組み

ＥＶ急速充電器の設置

■地球規模での脱炭素や持続可能な社会の実現に向け、電気自動車（ＥＶ）が急速に普及して

いることから、電気自動車御利用のお客様の利便性向上及び環境負荷の低減への取組みと

して、春日パーキングエリアに急速充電設備を設置することとした。

■令和３年度に設置工事を実施し、令和４年度から運用を開始した。日々多くのお客様に御利

用いただいている。
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経営目標 ２ 適切で計画的な維持管理

行動計画 ６ 各種点検及び「仙台松島道路維持管理計画」に基づく補修等の確実な実施

取組内容 計画的な施設の更新及び新技術の導入による機能改善を図ります。

具体的な取組み

道路照明のＬＥＤ化、不正通行車両監視カメラ・料金収受機械、ＥＴＣ設備の更新

■維持修繕計画に基づく機器更新のほか、新たな技術の導入により機能改善を図った。

■道路照明のＬＥＤ化、不正通行車両監視カメラの更新を実施したほか、料金収受機械は２料

金所の更新を実施した。なお、ＥＴＣ設備の更新は維持管理計画に基づき更新(１０年ごと

に更新)を予定しており、次期中期経営計画内で実施する予定である。

経営目標 ２ 適切で計画的な維持管理

行動計画 ７ 事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく事業体制の強化

取組内容 必要に応じＢＣＰの見直しを行うほか、新たなハザードに対するＢＣＰにつ

いて検討・策定します。

具体的な取組み

新たなハザードに対するＢＣＰの検討・策定

■ＢＣＰについては、これまで大規模地震用のＢＣＰのみであったが、令和２年度から感染拡

大が始まった新型コロナウイルス感染症などの未知のハザードに対するＢＣＰについても

検討する必要が生じた。

■令和２年６月に初めて公社新型コロナウイルス感染症対応ＢＣＰを制定し、その後、国の基

本的対処方針等の変更の都度改正を行った。

経営目標 ３ 健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

行動計画 ８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化

取組内容 環境に配慮した経営を行います。

具体的な取組み

グリーン購入対象品の購入

■公社は宮城県グリーン購入促進条例で、グリーン購入対象商品の購入を推進する団体とし

て定められており、毎年、購入目標（購入品目に対するグリーン購入対象商品の比率）を定

めることとされている。

■中期経営計画期間中、全ての年度で、購入目標を達成した。
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経営目標 ３ 健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

行動計画１０ 職員がやりがいを実感できる組織づくり、知識・技術の継承

取組内容 最新の知識及び技術の習得と合わせ、これまで公社が培ったノウハウの継承

に努めます。

具体的な取組み

研修基本計画に基づく研修・ＯＪＴ

■日々新技術が生まれる今日、常に新しい情報技術に触れることで職員の知識・技術の習得及

びブラッシュアップを図るとともに、公社職員の高齢化が進んでいる状況で、職員が培って

きた道路建設及び道路管理上のノウハウが途絶えてしまわないよう、後進に継承する必要

が生じている。

■各課で策定する研修計画に基づき、研修を実施し職員の知識・技術等を習得するとともに、

ＯＪＴによりノウハウの継承を行った。ただ、ＯＪＴではトレーニングを受けていない他の

職員との知識・技術の共有が難しいことから、知識等を蓄積し、広く社内で共有する方法を

検討する必要がある。

経営目標 ３ 健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

行動計画１１ 道路整備を通じた住民の福祉の増進と産業経済の発展への貢献

取組内容 みやぎ県北高速幹線道路の宮城県道路公社受託区間について、事業完了に向

けて整備を促進します。

具体的な取組み

みやぎ県北高速幹線道路の早期完成に向けた整備促進

■東日本大震災の復旧復興事業が最盛期を迎えた県においては、内陸部の土木事務所におけ

る技術職員数が不足している状況であったことから、自動車専用道路の整備経験が豊富で、

長大橋や高架橋といった技術的難易度の高い工事について多くの実績を残している公社が、

県から業務を受託し平成２７年度から工事に着手した。

■その後、軟弱地盤対策や長大橋・高架橋の工事を順調に進め、令和３年１２月までに受託し

た全ての施行区間を開通させた。
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経営目標 ３ 健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

行動計画１１ 道路整備を通じた住民の福祉の増進と産業経済の発展への貢献

取組内容 東日本大震災からの復旧・復興の更なる県土の発展に貢献するため、新たな事

業展開を検討していきます。

具体的な取組み

仙台松島道路Ⅷ期事業の実施

■三陸縦貫自動車道の４車線化・延伸等に伴い交通量が大幅に増加している現状を踏まえ、利

用者の安全性、利便性及び走行性の向上を図るため、松島海岸ＩＣの立体化と松島大郷ＩＣ

の集約化について事業化に向けて検討を行った。

■県と連携して、関係機関との協議を進め、令和６年度に仙台松島道路Ⅷ期事業として国土交

通省東北地方整備局長から許可を受けることができた。今後は、当該事業の事業期間内完成

を目指し鋭意努力する。
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Ⅴ 社会環境の変化と計画の方向性

１ 社会環境の変化

公社を取り巻く社会環境は、前計画策定時から大きく変化しています。今期計画の検討に当た

っては、これら社会環境の変化も踏まえ策定します。

⑴ ＤＸの推進

国では、デジタル改革の推進に向けて、令和２年に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本

方針」を策定しました。また、県でも令和６年１２月に「みやぎＤＸ推進ポリシー（２０２５～

２０２７）」を策定し、暮らし、産業・経済及び行政においてＤＸを推進することとしています。

公社においても、新たなデジタル技術、特に、近年注目され、県でも積極的に導入を行ってい

るＡＩを活用しての業務効率化等、県施策に則りＤＸを推進する必要があります。

⑵ 脱炭素社会の実現

国では、令和７年２月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、令和３２年カーボンニュート

ラル、短期的には令和１２年度の二酸化炭素排出量について、平成２５年度比で４６％削減とい

う新たな目標を国際公約として掲げました。この計画を受けて、令和７年１０月に道路法が改正、

国が「道路脱炭素化基本方針」を定めるとともに、各道路管理者も「道路脱炭素化推進計画」を

策定することとなりました。

公社においては、これまでもＥＴＣをはじめＬＥＤ道路照明の導入や電気自動車急速充電器

の設置を通じ、脱炭素・環境負荷の低減に努めてきたところですが、今後「道路脱炭素化推進計

画」を策定し、今まで以上に道路脱炭素化を推進する必要があります。

⑶ 労働力不足

日本の生産年齢人口は平成７年の８,７１６万人をピークに減少へ転じ、令和６年１０月時点

では７，３７２万人まで縮小しています。また、就業者の年齢構成も、５５歳以上が３２．４％、

建設業は３６．７％となっており、今後１０年間で就業者が大幅に減少することが見込まれます。

そのため、道路サービスの提供や施設の維持管理について、質と安全性を安定的に確保すること

が難しくなる可能性が高まっています。

そのため、宮城県道路公社においては、省力化と管理水準の維持を同時に実現し、限られた人

員でも質の高いサービスの提供・維持管理を継続できるよう、深刻化する人手不足への対応力を

高める必要があります。

⑷ 自然災害の頻発化・激甚化

気象庁によれば、日本の年平均気温は１００年当たり１．４℃の割合で上昇しており、気温の
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上昇が続き、温暖化が進行することにより、降水強度の増加による豪雨・豪雪の高頻度化や、勢

力の強い台風が増加することが想定されます。

公社においては、今後は、頻発化・激甚化する気象災害を考慮した事業継続計画策定などの対

応を考える必要があります。

⑸ 施設の老朽化の進行と労務・資材価格の高騰

急速に進む道路施設の老朽化については、平成２６年の社会資本整備審議会道路分科会提言

から始まり、道路法の改正により道路管理者による道路構造物の定期点検が義務化され、各道路

管理者により実施されているところです。

公社においても、道路施設の定期点検に加え、橋梁長寿命化修繕計画や維持管理計画を策定し、

道路施設の老朽化対策を行っているところですが、今後も各計画に基づく予防保全を実施し、安

心・安全な道路施設を提供する必要があります。

しかし近年、全国的に労務費や資材価格が高騰し、維持管理コストの増大が課題となっていま

す。

公社では、各計画に基づき維持費用を平準化することで維持管理コストの上昇を抑えるとと

もに、新技術を積極的に導入し、省人化、省力化ひいてはコストの削減につなげていく必要があ

ります。
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２ 計画のポイント

本計画では、前計画の評価や、社会環境の変化等を踏まえ、前計画の方向性を維持しつつ、新

たな取組内容と具体的な施策について策定します。

⑴ 経営目標に基づく行動計画、取組内容及び具体的な施策

行動計画は、前計画を引き継ぐとともに、前計画における取組内容の整理を図りました。

また、今回から取組内容に対する具体的な施策として、全部で５７の施策を設定しました。

⑵ 新たに設定した具体的な施策について

本計画において新たに設定した具体的な施策の主なものについては次のとおりです。

① ＤＸの推進

経営目標 行動計画 取組内容
具体的な

施策

１ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路サービスの提供 6 10

２ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路情報サービスの提供 2 4

３ お客様満足度の向上 2 3

４ 春日パーキングエリア施設の充実 4 10

５ お客様が利用しやすい料金割引の実施 2 2

６ 各種点検及び「仙台松島道路維持管理 計画」に基づく補修等の確実な実施 4 5

７ 事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく事業体制の強化 2 3

８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化 5 9

９ 社会から信頼される組織づくり 2 5

10 職員がやりがいを実感できる組織づくり、知識・技術の継承 2 5

11 道路整備を通じた住民の福祉の増進と産業経済の発展への貢献 1 1

32 57計

【３】
健全な事業経営、

社会から信頼される
組織づくりと

人材育成

【１】
お客様に

満足していただける
道路サービスの提供

【２】
適切で計画的な

維持管理

【１】お客様に満足していただける道路サービスの提供

１ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路サービスの提供

⑶ 料金収受業務・交通管理業務の業務効率化に係る取組みを進めます。

② （交通管理業務）ウェアラブルカメラの効果的・効率的な活用

【２】適切で計画的な維持管理

６ 各種点検及び「仙台松島道路維持管理 計画」に基づく補修等の確実な実施

⑵ 計画的な施設の更新及び新技術の導入による機能改善を図ります。

③ 新技術の情報収集、導入検討及び実施

【３】健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化
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② 脱炭素社会の実現への対応

③ 労働力不足への対応

【３】健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化

⑶ 国土交通省「道路脱炭素化基本方針」を踏まえ、環境に配慮した経営を進めます。

① 「道路脱炭素推進計画」の策定及び実施

⑷ 国際連合「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成へ貢献します。

① 中期経営計画の実施及び各目標の達成

【１】お客様に満足していただける道路サービスの提供

１ 「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路サービスの提供

⑶ 料金収受業務・交通管理業務の業務効率化に係る取組みを進めます。

① （料金収受業務）自動料金収受システム（ＭＩＣ）の設置・ＥＴＣシステム一括監視についての
情報収集

【３】健全な事業経営、社会から信頼される組織づくりと人材育成

８ 健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化

⑸ 業務のＤＸ化を推進し、効率的な組織運営と業務効率化を図ります。

① 業務への積極的なＤＸの導入及び推進 ② ＡＩ活用による業務全般の効率化

⑸ 業務のＤＸ化を推進し、効率的な組織運営と業務効率化を図ります。

① 業務への積極的なＤＸの導入及び推進 ② ＡＩ活用による業務全般の効率化

９ 社会から信頼される組織づくり

⑴ 職員の使命感と主体性に基づく新たな取り組みを支援するとともに、業務のＤＸ化を推進する
ための人材を育成します。

③ デジタル人材の育成

⑵ 最新の知識及び技術の習得と合わせ、これまで公社が培ったノウハウの継承に努めます。

② ＡＩを活用した技術・ノウハウ継承の検討・導入
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④ 自然災害の頻発化・激甚化への対応

⑤ 施設の老朽化と労務・資材単価の高騰

【２】適切で計画的な維持管理

７ 事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく事業体制の強化

⑵ 必要に応じＢＣＰの見直しを行うほか、新たなハザードに対するＢＣＰについて検討・策定
します。

① 「道路啓開計画」にリンクしたＢＣＰへの見直し

【２】適切で計画的な維持管理

６ 各種点検及び「仙台松島道路維持管理計画」に基づく補修等の確実な実施

⑵ 計画的な施設の更新及び新技術の導入による機能改善を図ります。

② ＥＴＣ設備等の保守部品・予備品の計画的調達の実施



Ⅵ　中期経営計画(令和８年度～令和１２年度)

経営理念

経営目標 行動計画 取組内容 具体的な施策

⑴　交通、道路及び気象の状況を、常に把握し、異常
　事態発生時は、迅速な対応を行います。

①　交通管制・道路パトロールによる道路の安全性確保
②　ＥＴＣ障害発生時の適切な対応

⑵　事故発生時の二次災害の防止、迅速な事故処理の
　ための取組みを進めます。

①　事故想定訓練の実施
②　過去対応事例の整理及び検証による問題点の洗い出しと改善の実施

⑶　料金収受業務・交通管理業務の業務効率化に係る
　取組みを進めます。

①　（料金収受業務）自動料金収受システム（ＭＩＣ）の設置・
　　ＥＴＣシステム一括監視についての情報収集
②　（交通管理業務）ウェアラブルカメラの効果的・効率的な活用

⑷　走行時の危険回避に万全を期すための取組みを
　行います。

①　動物侵入防止網等の設置
②　道路路肩防草対策等の推進

⑸　冬期間の安全性確保のため、雪氷対策を適切に
　行います。

①　適切な除雪・融雪業務

⑹　お客様の安全性、利便性の向上と地域活性化に
　寄与するための取組みを進めます。

①　仙台松島道路Ⅷ期事業の確実な実施

⑴　お客様の走行に役立つ情報を提供します。
①　春日パーキングエリアにおけるお客様の走行に役立つ情報の提供
②　ホームページ・デジタルサイネージ等での情報発信

⑵　交通安全の啓発活動を行います。
①　警察と連携した定期的な安全運転啓発活動の実施
②　ホームページ・デジタルサイネージ等での情報発信

⑴　常にお客様への感謝の気持ちを忘れずに、笑顔で
　明るい接客を実践します。

①　料金収受員等のＯＪＴや定期的な研修による接客対応、収受業務の
　技能向上

⑵　お客様の声を直接反映する取組みを行います。
①　アンケートの実施
②　メール問い合わせ対応の実施

⑴　立ち寄る楽しみが増すよう、更なるサービスの
　向上に努めます。

①　店舗運営者との協力による春日パーキングエリアの魅力づくり
②　お客様が安全・安心に御利用いただける施設の運営

⑵　地域の魅力発信、地域振興に努めます。

①　三陸道沿線市町をはじめ県内市町村等と連携した地場産品販売・
　観光キャンペーンの実施
②　文化財展示室での文化財等の展示
③　体験型イベントの実施

【１】

４　春日パーキングエリア施設の充実

仙台松島道路をいつでも「安心・安全」、「快適」、「便利」に利用できるようなサービスを、持続的かつ効率的に提供することで、住民の福祉の増進と産業経済の発展に貢献します。

【１】
お客様に

満足していただける
道路サービスの提供

１　「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路サービスの提供

２　「安全・安心」、「快適」、「便利」な道路情報サービスの提供

３　お客様満足度の向上
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経営目標 行動計画 取組内容 具体的な施策

⑶　東日本大震災からの復旧・復興に関する情報を
　発信します。

①　東日本大震災の記憶と教訓を次世代に伝承するための、お客様の
　関心を引く情報の発信

⑷　お客様が快適に安心して利用できるよう、休憩
　機能の拡充を図ります。

①　トイレにおける忘れ物防止の検討
②　老朽化設備の改修
③　パーキングエリア内各種設備の適切な管理
④　新たな深夜割引後の下り線駐車マス利用状況の調査の実施

⑴　お客様が利用しやすい料金割引を実施します。 ①　東日本高速道路株式会社に準じたＥＴＣ時間帯割引等の実施

⑵　地域振興につながる企画割引の取組みを推進
　します。

①　ＥＴＣ周遊型割引の東日本高速道路株式会社との共同実施

⑴　橋梁や道路構造物の健全性の維持を図ります。 ①　橋梁・道路構造物の定期点検と計画的補修の実施

⑵　計画的な施設の更新及び新技術の導入による機能
　改善を図ります。

①　維持管理計画に定められた工事の実施
②　ＥＴＣ設備等の保守部品・予備品の計画的調達の実施
③　新技術の情報収集、導入検討及び実施

⑶　高速走行時の安全性の維持を図ります。 ①　計画的な舗装修繕、路面標示の更新工事の実施

⑴　ＢＣＰに基づく各種訓練を行います。 ①　ＢＣＰを踏まえた各種訓練の実施

⑵　必要に応じＢＣＰの見直しを行うほか、新たな
　ハザードに対するＢＣＰについて検討・策定しま
　す。

①　「道路啓開計画」にリンクしたＢＣＰへの見直し
②　災害、感染症以外の事態に対応したＢＣＰの検討

⑴　道路建設資金を、料金徴収期間内に確実に償還
　するよう、安定した経営を行います。

①　着実な償還の実施
②　法令に基づく引当金等の確保

⑵　競争性、透明性、公平性を確保し、価格と品質
　で総合的に優れた財産等の調達を行うとともに、
　工事の安全に配慮し、高品質な目的物を完成させ
　た企業の評価を行います。

①　公社の建設関連業務発注状況を踏まえた建設関連業務への一般
　競争入札(総合評価方式)適用の継続検討
②　既に実施している優良工事表彰に加え工事現場の事故防止に努
　めた技術者を評価する制度の導入・実施

⑶　国土交通省「道路脱炭素化基本方針」を踏まえ、
　環境に配慮した経営を進めます。

①　「道路脱炭素推進計画」の策定及び実施
②　環境配慮型製品導入の促進

【３】

８　健全な事業経営、業務の透明性の確保、事務の効率化

【２】
適切で計画的な

維持管理

７　事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく事業体制の強化

【１】
お客様に

満足していただける
道路サービスの提供

４　春日パーキングエリア施設の充実

５　お客様が利用しやすい料金割引の実施

６　各種点検及び「仙台松島道路維持管理計画」に基づく補修等の
　確実な実施
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経営目標 行動計画 取組内容 具体的な施策

⑷　国際連合「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の
　達成へ貢献します。

①　中期経営計画の実施及び各目標の達成

⑸　業務のＤＸ化を推進し、効率的な組織運営と業
　務効率化を図ります。

①　業務への積極的なＤＸ導入及び推進
②　ＡＩ活用による業務全般の効率化

⑴　役職員が職務に係る倫理を保持し、法令遵守を
　尊重する風土を保持します。

①　コンプライアンス教育の実施
②　法令遵守・倫理保持の徹底

⑵　財政及び業務執行状況に関する透明性を確保
　します。

①　財務状況の公表
②　公認会計士による業務監査の継続実施
③　ガバナンス体制の強化

⑴　職員の使命感と主体性に基づく新たな取り組み
　を支援するとともに、業務のＤＸ化を推進するた
　めの人材を育成します。

①　自主企画調査・自主研修の企画及び実施
②　業務上の課題解決に向けた創意工夫への支援
③　デジタル人材の育成

⑵　最新の知識及び技術の習得と合わせ、これまで
　公社が培ったノウハウの継承に努めます。

①　研修基本計画による継続的な学習体制
②　ＡＩを活用した技術・ノウハウ継承の検討・導入

11　道路整備を通じた住民の福祉の増進と産業経済の発展への貢献
⑴　東日本大震災からの復旧・復興後の更なる県土
　の発展に貢献するため、宮城県と連携し公社の技
　術力の活用について検討していきます。

①　高規格道路建設の経験・技術力活用に向けた調査・検討

【３】
健全な事業経営、
社会から信頼される

組織づくりと
人材育成

９　社会から信頼される組織づくり

10　職員がやりがいを実感できる組織づくり、知識・技術の継承

18


